
                            

末一組第２５－２１号 

令和８年２月２日 

  

権利変換計画の軽微な変更について（公告） 

 

 令和５年５月１１日付で大分県知事より認可を受けた末広町一丁目地区第一種市街地再開発事業

の権利変換計画について、令和８年２月２日付（大分県都市まちづくり推進課収受第２２７０号）に

より都市再開発法第７２条第４項、及び同法施行令第２５条の規定による軽微な変更を行いましたの

で、同法第８６条第１項、及び同法施行規則第３２条第２項の規定により下記のとおり公告します。 

 

記 

 

１．第一種市街地再開発事業の名称 

末広町一丁目地区第一種市街地再開発事業 

 

２．施行者の名称 

末広町一丁目地区市街地再開発組合 理事長 河野 茂喜 

 

３．事務所の所在地 

大分市府内町１－１－１５ 府内センタービル４０１ 

 

４．権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称 

   大分市末広町一丁目 

２番、４番、５番、６番、７番、７番１、８番、９番、１０番、１１番３、１２番、１３番、

１４番、１５番、１８番、１８番１の一部、１９番、２０番、２１番、２２番、２３番、２

４番１、２４番２、２５番、３４番１の一部、４１番１の一部 

大分市要町１０００番１の一部 

 

５．権利変換計画の認可を受けた年月日 

   令和５年５月１１日 

 

６．権利変換の軽微な変更をした年月日 

令和８年２月２日 

 

以上 

 

大分市府内町１－１－１５ 府内センタービル４０１ 

末広町一丁目地区市街地再開発組合  

理事長 河野 茂喜 


